
振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
七
九
）

振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て

尾　
　

田　
　

清　
　

貴

1
．
特
殊
詐
欺
の
現
状

2
．
平
成
二
七
年
上
半
期
の
振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
の
全
国
、
及
び
一
都
三
県
の
発
生
状
況

3
．
振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
の
埼
玉
県
内
の
被
害
発
生
状
況

4
．
特
殊
詐
欺
の
被
害
金
交
付
形
態
別
に
見
え
て
く
る
特
徴

5
．
特
殊
詐
欺
、
と
り
わ
け
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
つ
い
て

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
犯
罪
の
中
で
近
年
増
加
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
、
都
道
府
県
、
そ
の
他
の
自
治
体
、
及
び
関
係
民

間
団
体
が
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
き
て
い
る
が
、
平
成
二
七
年
も
昨
年
と
同
程
度
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
被
害
認
知
件
数
・
被
害
額
が
上

回
る
可
能
性
も
予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
殊
詐
欺
、
と
り
わ
け
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
に
、
官
民
は
ど
の
様
に
連
携
す
べ
き

か
検
討
を
始
め
た
時
、
埼
玉
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
か
ら
平
成
二
七
年
度
「
埼
玉
県
特
殊
詐
欺
撲
滅
官
民
合
同
会

論　

説

一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
八
〇
）

議
」
で
の
講
演
依
頼
を
受
け
た
こ
と
を
契
機
に
、
振
り
込
め
詐
欺
の
現
状
を
分
析
・
検
討
を
進
め
て
き
た
。

本
講
は
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
四
日
の
講
演
資
料
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
統
計
数
値
に
つ
い
て
は
、
生
活
安
全
企
画

課
か
ら
の
提
供
を
受
け
、
分
析
を
加
え
て
、
官
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
ど
の
様
な
活
動
を
進
め
る
こ
と
が
、
振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め

と
す
る
特
殊
詐
欺
の
被
害
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
る
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
提
案
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

1
．
特
殊
詐
欺
の
現
状

平
成
二
一
年
に
前
年
比
一
三
、一
四
一
件
減
少
し
七
、三
四
〇
件
と
約
三
分
の
一
に
減
少
し
た
振
り
込
め
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
翌
平
成

二
二
年
の
六
、八
八
八
件
を
底
に
、
増
加
を
続
け
、
平
成
二
六
年
に
は
、
一
三
、三
九
二
件
と
な
っ
て
い
る
（
表
1
）。
ま
た
、
被
害
総
額

で
見
る
と
、
平
成
二
一
年
に
九
五
・
八
億
円
に
減
少
し
た
被
害
総
額
は
、
そ
の
後
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
平
成
二
六
年
に
は
、

三
七
九
・
八
億
円
と
過
去
最
高
に
ま
で
増
加
し
て
き
て
い
る
（
表
2
）。

こ
れ
を
振
り
込
め
詐
欺
以
外
の
特
殊
詐
欺
を
合
わ
せ
た
特
殊
詐
欺
全
体
の
認
知
件
数
・
被
害
額
で
見
る
と
、
認
知
件
数
は
、
前
年
比

一
、三
九
四
件
増
の
一
三
、三
九
二
件
、
被
害
額
で
は
、
前
年
比
七
六
億
円
増
の
五
六
五
・
五
億
円
と
過
去
最
高
を
記
録
し
て
い
る
（
表
3
）。

平
成
二
六
年
に
お
け
る
全
財
産
犯
の
現
金
被
害
額
、
約
一
、一
三
〇
億
円
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成

二
六
年
の
検
挙
人
員
は
、
前
年
比
二
一
一
人
増
の
一
、九
八
五
人
で
、
平
成
二
二
年
以
降
、
最
多
と
な
っ
て
い
る
（
表
3
）。
こ
の
内
、

「
だ
ま
さ
れ
た
振
り
作
戦
」
に
よ
る
受
け
子
等
の
検
挙
人
員
が
、
前
年
比
七
一
人
増
の
八
五
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
二
一
年
に
激
減
し
た
背
景
に
は
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
法
制
度
が
制
定
・
運
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
以
下
は
、

二



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
八
一
）

主
要
な
三
つ
の
法
律
で
あ
る
（
1
）

。

① 　
「
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契

約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声

通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七

年
）
四
月
法
律
第
三
一
号
）」

こ
の
法
律
は
、
役
務
提
供
契
約
に
係
る

通
信
可
能
端
末
設
備
等
（
通
話
可
能
な
携

帯
電
話
な
ど
）
を
他
人
に
譲
渡
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
親
族
又
は
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
者
に
対
し
譲
渡
す
る
場
合
を
除

き
、
あ
ら
か
じ
め
携
帯
音
声
通
信
事
業
者

（
電
話
会
社
）
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
、
加
重
類
型
と
し
て
、

業
と
し
て
有
償
で
通
話
可
能
端
末
設
備
等

を
譲
渡
し
た
場
合
を
重
く
処
罰
し
て
お
り
、

翌
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
年
）
四
月
一

（表 1）振り込め詐欺の認知件数の推移

（表 2）振り込め詐欺の被害額の推移

三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
八
二
）

（表 3）特殊詐欺の任地・検挙状況の推移（平成16年～ 26年）

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

認知件数

内既遂

振り込め詐欺 25,687 21,612 19,020 17,930 20,481 7,340

内既遂 20,194 19,840 18,662 17,671 20,124 7,156

その他の特殊詐欺

内既遂

被害総額

内振り込め詐欺 28,378,657,974 25,151,867,404 25,493,300,973 25,142,721,788 27,594,389,498 9,579,122,058

内その他の特殊詐欺

検挙件数

内振り込め詐欺 1,305 2,539 2,974 3,079 4,400 5,669

内その他の特殊詐欺

検挙人員

内振り込め詐欺 546 819 761 454 699 965

内その他の特殊詐欺

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

認知件数 6,888 7,216 8,693 11,998 13,392

内既遂 6,718 6,939 8,132 11,161 12,444

振り込め詐欺 6,637 6,233 6,348 9,204 11,256

内既遂 6,469 5,964 5,902 8,473 10,398

その他の特殊詐欺 251 983 2,345 2,794 2,136

内既遂 249 975 2,230 2,688 2,040

被害総額 11,247,278,665 20,404,305,829 36,436,112,888 48,949,490,349 56,550,685,877

内振り込め詐欺 10,088,048,014 12,719,000,363 16,041,104,000 25,866,648,203 37,978,278,332

内その他の特殊詐欺 1,159,230,651 7,685,305,466 20,395,006,888 23,082,842,146 18,572,407,545

検挙件数 2,556 2,990 3,419 3,252

内振り込め詐欺 6,189 2,419 2,313 2,519 2,351

内その他の特殊詐欺 137 877 900 901

検挙人員 923 1,523 1,774 1,985

内振り込め詐欺 686 775 1,029 1,213 1,486

内その他の特殊詐欺 148 495 661 499

四



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
八
三
）

日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
六
月
一
一
日
に
は
、「
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役

務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
〇
年
法
第
七
六
号
）
と
し
て
、
法
律
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
改
正
法
で
は
、
貸
与
業
者

に
対
し
て
、
契
約
時
の
本
人
確
認
、
貸
与
時
本
人
確
認
及
び
本
人
確
認
に
つ
い
て
の
記
録
の
作
成
・
保
存
を
求
め
て
い
る
（
2
）

。

②　

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
二
二
号
）

こ
の
法
律
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）」
事
件
な
ど
に
他
人
名
義
の
預
金
口
座
等
が
悪
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
不
正
な
利

用
を
防
止
す
る
た
め
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
口
座
を
譲
り
渡
す
行
為
、
口
座
を
譲
り
受
け
る
行
為
、

又
は
こ
れ
を
勧
誘
す
る
な
ど
の
行
為
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
重
類
型
と
し
て
、
譲
り
渡
す
行
為
等
を
業
と
し
て
行
っ
た

場
合
を
重
く
処
罰
し
て
い
る
。

③　

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
一
三
三
号
）

こ
の
法
律
（
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
）
は
、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
者
の
迅
速
な
被
害
回
復
を
図
る
た
め
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年

（
平
成
二
〇
年
）
六
月
二
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
犯
罪
利
用
口
座
は
、
預
金
保
険
機
構
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
順
次
、
公
告
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。

ま
た
、
一
般
社
団
法
人
全
国
銀
行
協
会
（
以
下
、「
全
銀
協
」
と
言
う
）
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
機
関
各
社
の
取
り
組
み
、
地
方
自
治
体

を
含
む
官
民
共
同
に
よ
る
取
り
組
み
も
功
を
奏
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
振
り
込
み
詐
欺
を
は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
八
四
）

2
．
平
成
二
七
年
上
半
期
の

振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と

す
る
特
殊
詐
欺
の
全
国
、
及

び
一
都
三
県
の
発
生
状
況

特
殊
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
平
成
二
七
年
上

半
期
で
は
、
前
年
比
八
五
二
件
増
の

七
、〇
〇
七
件
で
、
一
都
三
県
で
三
六
％
を
占

め
て
い
た
（
表
4
）。

特
殊
詐
欺
の
被
害
総
額
は
、
平
成
二
七
年
上

半
期
で
は
、
前
年
比
約
三
三
億
円
減
の
約

二
三
七
億
円
で
、
一
都
三
県
で
三
四
％
を
占
め

て
い
た
（
表
5
）。

平
成
一
六
年
以
降
二
一
年
ま
で
は
、
振
り
込

め
詐
欺
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
た
が
、
振
り
込

め
詐
欺
以
外
の
類
似
の
詐
欺
類
型
を
含
め
た
、

「
面
識
の
な
い
特
定
の
者
に
対
し
て
、
電
話
そ

（表 4）平成27年上半期の特殊詐欺認知件数総数

（表 5）平成27年上半期の被害総額

六



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
八
五
）

の
他
の
通
信
手
段
を
用
い
て
、
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り
込
み
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
現
金
等
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺
」
を
特
殊
詐
欺
と
し

て
警
察
庁
以
下
、
全
国
の
各
警
察
本
部
で
は
対
応
に
当
た
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
は
前
出
の
表
⑷
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
警
察
庁
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
四
類
型
と
振
り
込
め
詐
欺
以
外
の
類
似
四
類
型
を
平
成
二
七
年
に
入
り
、

新
た
に
重
点
三
類
型
と
し
て
定
め
、
対
応
の
強
化
に
努
め
て
い
る
。

特
殊
詐
欺
の
類
型
は
、
振
り
込
め
詐
欺
と
振
り
込
め
詐
欺
以
外
の
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。

振
り
込
め
詐
欺

①　

オ
レ
オ
レ
詐
欺

②　

架
空
請
求
詐
欺

③　

還
付
金
請
求
詐
欺

④　

融
資
保
証
金
詐
欺

振
り
込
め
詐
欺
以
外

①　

金
融
商
品
等
取
引
名
目

②　

ギ
ャ
ン
ブ
ル
必
勝
法
情
報
提
供
名
目

③　

異
性
と
の
交
際
斡
旋
名
目

④　

そ
の
他

す
な
わ
ち
、
欺
罔
手
段
が
酷
似
し
て
い
る
上
、
高
齢
者
の
資
産
を
標
的
と
す
る
極
め
て
悪
質
な
類
型
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
か
ら
、

「
金
融
商
品
等
」
取
引
名
目
詐
欺
」
と
こ
れ
に
類
似
し
た
「
架
空
請
求
詐
欺
」
を
統
合
し
、
新
た
に
「
金
融
商
品
詐
欺
」
と
し
、
次
の
三

七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
八
六
）

類
型
を
「
重
点
三
類
型
」
と
し
て
対
応
を
強
化
す

る
に
至
っ
て
い
る
。

①　

オ
レ
オ
レ
詐
欺

②　

還
付
金
詐
欺

③　

金
融
商
品
詐
欺

以
下
で
は
、
重
点
三
類
型
の
内
、「
オ
レ
オ
レ

詐
欺
」
と
「
還
付
金
等
詐
欺
」
を
中
心
に
現
状
を

概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
平
成
二
七
年

上
半
期
で
は
、
全
国
で
三
、〇
四
一
件
で
、
一
都

三
県
で
五
三
％
を
占
め
て
い
た
（
表
6
）。

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
被
害
総
額
は
、
平
成
二
七
年

上
半
期
で
は
、
全
国
で
約
八
六
億
円
で
、
一
都
三

県
で
五
〇
％
を
占
め
て
い
た
（
表
7
）。

還
付
金
等
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
平
成
二
七
年

上
半
期
で
は
、
全
国
で
一
、一
四
四
件
で
、
大
阪

府
が
二
七
％
で
最
も
多
く
、
一
都
三
県
を
合
わ
せ

（表 6）オレオレ詐欺の認知件数

（表 7）オレオレ詐欺の、平成27年上半期の被害総額

八



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
八
七
）

た
割
合
が
二
九
％
で
あ
っ
た
（
表
8
）。

オ
レ
オ
レ
詐
欺
等
に
比
し
、
還
付
金
等
詐
欺
の

認
知
件
数
・
被
害
額
が
大
阪
府
で
多
い
こ
と
の
背

景
に
は
、
大
阪
と
い
う
土
地
が
有
す
る
社
会
・
文

化
的
な
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例

え
ば
、
商
人
の
街
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
等

が
、
若
干
の
投
資
が
必
要
で
も
得
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
機
会
に
掛
け
る
が
、
一
方

的
な
支
出
に
は
慎
重
に
な
る
、
言
っ
て
み
る
な
ら

ば
、
大
阪
人
気
質
と
で
も
言
え
る
も
の
が
作
用
し

て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

各
地
域
の
特
性
と
被
害
の
関
係
を
分
析
・
検
討
す

る
価
値
は
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
消
費
者
詐
欺
は
、

九
州
地
域
で
生
ま
れ
、
大
阪
を
中
心
と
し
た
関
西

圏
で
洗
練
さ
れ
、
関
東
以
北
に
拡
大
し
て
い
っ
た

と
い
う
事
案
が
か
っ
て
大
き
な
社
会
問
題
と
も

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
4
）

。

（表 8）還付金等詐欺の平成27年度上半期の認知件数

（表 9）還付金等詐欺の平成27年上半期の被害総額
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
八
八
）

還
付
金
等
詐
欺
の
被
害
総
額
は
、
平
成
二
七
年
上
半
期
で
は
、
全
国
で
約
一
二
億
円
で
、
大
阪
府
が
二
七
％
と
最
も
多
く
、
一
都
三
県

を
併
せ
て
割
合
が
三
二
％
で
あ
っ
た
（
表
9
）。

架
空
請
求
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
平
成
二
七
年
上
半
期
で
は
、
全
国
で
一
、九
五
四
件
で
、
一
都
三
県
を
合
わ
せ
た
割
合
が
二
二
％
、

振
り
込
め
類
似
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
同
じ
く
全
国
で
六
一
二
件
で
、
一
都
三
県
を
合
わ
せ
た
割
合
が
一
八
％
と
、
全
国
的
に
発
生
し
て

い
る
状
況
に
あ
る
。

3
．
振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
の
埼
玉
県
内
の
被
害
発
生
状
況

平
成
二
六
年
中
の
特
殊
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
前
年
比
四
五
八
件
増
の
一
、二
五
四
件
で
、
被
害
額
は
、
前
年
比
約
一
五
億
二
千
万
円

強
増
の
、
約
四
二
億
五
千
万
円
を
超
え
て
い
る
。
今
年
一
月
〜
七
月
ま
で
の
認
知
件
数
で
は
、
前
年
比
三
三
件
減
の
六
六
七
件
で
、
被
害

額
も
約
四
億
減
の
二
〇
億
四
、八
六
〇
万
円
と
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
（
表
10
）。

被
害
者
の
性
別
・
年
齢
別
特
徴
と
し
て
は
、
被
害
者
の
七
三
・
六
％
を
女
性
が
占
め
、
七
〇
歳
代
の
女
性
が
全
体
の
三
九
・
四
％
を
占
め

て
多
く
な
っ
て
い
る
。
七
〇
・
八
〇
歳
代
の
女
性
で
は
、
全
体
の
五
六
・
八
％
と
約
六
割
程
度
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
、
オ
レ
オ
レ

詐
欺
と
言
わ
れ
て
い
た
当
時
と
余
り
変
わ
っ
て
い
な
い
（
表
11
）。

振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
の
年
齢
別
被
害
状
況
（
平
成
二
七
年
一
月
〜
七
月
末
）

一
〇



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
八
九
）

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
被
害
者
は
、
六
〇
歳

以
上
が
九
八
・
八
％
を
占
め
、
そ
の
内
訳

は
七
〇
歳
代
が
五
四
・
二
％
、
八
〇
歳
代

が
二
九
・
八
％
、
六
〇
歳
代
が
一
三
・
三
％

で
あ
っ
た
。

還
付
金
等
詐
欺
で
は
、
六
〇
歳
以
上
が

九
五
・
九
％
を
占
め
、
そ
の
内
訳
は
七
〇

歳
代
が
七
一
・
一
％
、
六
〇
歳
代
が

一
三
・
四
％
、
八
〇
歳
代
が
一
一
・
三
％
で

あ
っ
た
。
還
付
金
等
詐
欺
に
お
い
て
、
高

齢
者
が
被
害
に
遭
う
背
景
に
は
、
将
来
へ

の
経
済
的
不
安
を
少
し
で
も
軽
減
し
た
い

と
の
思
い
か
ら
、
医
療
費
の
還
付
金
や
、

保
険
金
の
支
払
い
等
が
得
ら
れ
る
の
な
ら
、

少
し
で
も
蓄
え
の
足
し
に
な
る
と
の
思
い

が
強
い
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
5
）

。
高
齢
者
の

老
後
の
生
活
に
対
す
る
不
安
を
狙
っ
た
悪

（表10）埼玉県内の特殊詐欺の認知件数・被害金額の推移

（表11）埼玉県内の特殊詐欺被害者の年齢・性別（平成27 年1 月～ 7 月末）

一
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
九
〇
）

質
な
詐
欺
で
あ
る
。

な
お
、
特
殊
詐
欺
全
体
で
被
害
者
の
性
別
を
見
る
と
、

七
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
女
性
で
あ
っ
た
（
表
12
）。

埼
玉
県
内
の
特
殊
詐
欺
の
市
区
町
村
別
被
害
発
生
状
況
（
表

13
）
と
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
発
生
状
況
（
表
14
）
を
平
成
二
六

年
の
上
位
一
六
市
区
町
村
で
見
る
と
、
川
口
市
以
外
は
住
民
の
流

入
の
比
較
的
少
な
い
地
域
が
上
位
に
見
受
け
ら
れ
る
。

若
い
世
帯
と
同
居
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
比
較
的
高
齢

者
世
帯
が
多
い
地
域
が
狙
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

下
半
期
も
上
位
三
市
を
重
点
的
に
特
殊
詐
欺
被
害
防
止
地
域
と

し
て
官
民
で
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
各
市
の
最
寄

り
の
公
共
交
通
機
関
の
駅
頭
で
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等
が
一
例
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代

振り込め詐欺

オレオレ詐欺 1 2 2 57 233 128 7

架空請求詐欺 1 13 5 12 8 15 36 14 1

融資保証金詐欺 1 2 1 3

還付金等詐欺 1 3 13 69 11

その他の特殊詐欺 1 2 6 5 9 5

特殊詐欺 1 14 7 17 21 91 350 158 8

（表12）振り込め詐欺の年代別被害発生状況

一
二



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
一
）

（表13）特殊詐欺の市町村別被害発生状況

平成26年 平成27年1月～ 7月末
件数 被害額（万円） 件数 被害額（万円）

川口市 74 25,198 47 15,975
川越市 72 20,584 38 16,369
越谷市 59 31,624 31 10,329
上尾市 51 13,083 20 7,484
春日部市 50 15,961 36 7,244
所沢市 48 24,156 29 15,506
熊谷市 44 13,289 19 2,462
草加市 41 14,243 20 6,383
久喜市 39 16,365 15 3,241
大宮区 39 16,765 17 4,148
見沼区 35 12,526 16 5,277
深谷市 31 9,464 7 1,998
狭山市 29 8,518 17 3,911
新座市 28 10,925 16 3,005
入間市 27 7,570 18 3,761
岩槻区 27 11,723 17 8,372

（表14）振り込め詐欺の市町村別被害発生状況

平成26年 平成27年1月～ 7月末
件数 被害額（万円） 件数 被害額（万円）

川口市 69 21,448 47 15,975
川越市 66 14,558 37 16,109
越谷市 51 13,503 30 9,349
春日部市 47 14,828 34 6,876
上尾市 45 8,863 18 3,881
所沢市 42 17,171 28 9,706
熊谷市 41 11,449 17 2,280
草加市 37 13,626 20 6,383
久喜市 36 12,413 14 3,041
大宮区 35 10,762 17 4,148
見沼区 33 10,514 16 5,277
深谷市 29 9,364 6 1,627
狭山市 26 7,786 17 3,911
入間市 26 6,070 18 3,761
新座市 26 7,775 16 3,005
北区 26 5,474 13 2,927

一
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
九
二
）

4
．
特
殊
詐
欺
の
被
害
金
交
付
形
態
別
に
見
え

て
く
る
特
徴

1
） 　

全
国
の
特
殊
詐
欺
の
被
害
金
交
付
形
態
別
の
認
知
件
数
・

被
害
額

平
成
二
六
年
度
で
は
、
現
金
送
付
型
認
知
件
数
は
、
前
年
比

一
、〇
八
八
件
増
の
二
、九
〇
〇
件
で
、
被
害
額
は
、
前
年
比

八
五
・
七
億
円
増
の
約
二
一
六
・
七
億
円
と
急
増
し
て
い
る
（
表
15
）。

現
金
送
付
型
の
被
害
の
特
徴
は
、
一
件
当
た
り
の
被
害
金
額
が
約

七
四
七
万
円
と
、
振
込
型
の
約
二
二
七
万
円
、
交
付
型
の
約
五
〇
八

万
円
に
比
し
、
極
め
て
高
額
で
あ
る
（
表
16
）。

こ
の
背
景
に
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
一
日
当
た
り
の
利
用
限
度
額
が
、
制

限
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
問
題
と
し

て
、
生
体
（
身
体
）
認
証
カ
ー
ド
に
よ
る
引
き
出
し
・
振
り
込
み
可

能
額
の
拡
大
に
よ
る
、
被
害
額
の
増
加
も
懸
念
さ
れ
る
（
表
17
）。

現
金
交
付
（
手
渡
し
）
型
の
場
合
に
は
、
受
け
子
が
被
害
者
宅
を

訪
問
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
』
に

（表15）被害金交付形態別認知件数（既遂）

（表16）交付形態別被害額

一
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振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
三
）

よ
っ
て
受
け
子
が
逮
捕
さ
れ
る
危
険
が
増
加
し
た
た
こ
と
に
伴
い
、
自
宅
に
受
取

に
行
け
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
近
で
は
「
都
府
県
内
の
〇
〇
駅
ま
で
、
お
金

を
持
っ
て
き
て
欲
し
い
」、「
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
く
れ
れ
ば
、
運
転
手
に
場
所
を

教
え
る
か
ら
、
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
運
転
手
に
渡
し
て
」、
等
と
指

示
を
出
し
、
指
定
の
場
所
に
行
く
と
代
理
の
者
が
現
れ
、
手
渡
し
す
る
と
い
う
形

態
が
増
え
て
き
て
る
。

予
兆
電
話

現
金
要
求

手
渡
し
・
送
付

⇒
⇒

ま
た
、
引
き
出
し
、
及
び
振
り
込
み
に
際
し
て
、
各
金
融
機
関
に
お
け
る
取
り

組
み
の
強
化
の
影
響
も
有
り
、
近
年
で
は
、
い
わ
ゆ
る
『
タ
ン
ス
預
金
』
が
狙
わ

れ
る
ケ
ー
ス
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。

還
付
金
等
詐
欺
で
は
、
市
役
所
等
の
公
的
機
関
や
金
融
機
関
の
職
員
を
名
乗
っ

て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
無
人
・
店
舗
外
の
）
に
誘
導
し
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
医
療
費
の
還
付
金

が
あ
る
」、「
保
険
料
の
過
払
い
金
が
あ
る
」
等
と
伝
え
、「
今
日
中
な
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
で

手
続
が
で
き
ま
す
」、「
携
帯
電
話
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

行
っ
て
下
さ
い
」
そ
し
て
「
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
着
い
た
ら
、
電
話
し
て
下
さ
い
」、「
取
引

（表17）各銀行のキャッシュカードでの引出し・振込み限度額（万円）一覧

引き出し 振り込み

三菱東京 キャッシュカード 50 100

UFJ IC・生体（身体）認証 100 200

三井住友 キャッシュカード 50 100

IC・生体（身体）認証 1,000 1,000

みずほ キャッシュカード 50 100

IC・生体（身体）認証 100 200

りそな キャッシュカード 50 150

埼玉りそな IC・生体（身体）認証 500 500

郵便局 キャッシュカード 50 50

IC・生体（身体）認証 1,000 1,000

一
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
九
四
）

明
細
書
は
破
り
捨
て
て
下
さ
い
」
等
と
す
る
事
案
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

2
）　

交
付
形
態
別
認
知
件
数
（
一
都
三
県
）

Ａ
Ｔ
Ｍ
等
か
ら
の
振
込
型
に
関
し
て
は
、
全
国
的
な
傾
向
と
同
様
に
減
少

し
て
い
る
が
、
現
金
交
付
型
を
含
む
現
金
手
渡
し
型
が
九
〇
％
以
上
を
占
め

て
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
一
都
三
県
で
も
同
様
と
言
え
る
（
表
18
）。

振
り
込
み
型
が
減
少
し
て
い
る
背
景
に
は
、
次
の
様
な
取
り
組
み
が
効
果

を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〇 　

店
舗
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
の
送
金
・
振
り
込
み
に
関
し
て
は
、
各
金
融
機
関

で
は
、

①　

Ａ
Ｔ
Ｍ
周
辺
で
の
携
帯
電
話
・
ス
マ
ホ
の
電
波
遮
断

ｅ
ｘ　

千
葉
銀
行 　

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
中
心
に
二
ｍ
程
度
の
範
囲
で
携
帯
電
話

が
利
用
で
き
な
い
装
置
（
通
話
抑
止
装
置
）
を
導
入

（
平
成
二
〇
年
）
一
台
一
〇
〇
万
円

　
　
　
　

名
古
屋
銀 

行　

電
磁
波
シ
ー
ル
ド
特
性
の
あ
る
窓
ガ
ラ
ス
フ
ィ

ル
ム
を
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
ガ
ラ
ス
面
に
施
工
す
る
こ
と
で
、

携
帯
電
話
の
通
話
不
能
な
環
境
を
作
り
出
す
実
験
を

愛
知
県
警
と
共
同
で
実
施
（
平
成
二
一
年
）

オレオレ詐欺の交付形態（平成27年上半期）

振込等 手渡し その他

東京都 1.7 95.0 3.2

神奈川県 5.5 91.1 3.3

埼玉県 5.9 93.1 0.9

（表18） オレオレ詐欺の交付形態

一
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振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
五
）

②　

フ
ロ
ア
ー
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
声
掛
け
（
6
）

③　

所
轄
署
・
交
番
か
ら
の
早
期
臨
場
対
応

④　

ポ
ス
タ
ー
掲
示
・
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
画
面
で
の
警
告

⑤　

自
行
・
他
行
間
決
済
時
に
お
け
る
振
込
口
座
の
警
察
情
報
確
認
を
実
施
（
7
）

〇　

店
舗
外
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
お
け
る
送
金
・
振
り
込
み
に
関
す
る
取
り
組
み
（
8
）

に
つ
い
て
は
、
④
が
中
心
と
な
る
が
、
①
及
び
防
犯
カ
メ
ラ
の
活

用
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
防
犯
カ
メ
ラ
に
関
し
て
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
も
考
え
ら
れ
る
。

共
通
し
て
取
れ
る
措
置
と
し
て
は
、
振
込
先
に
使
用
さ
れ
た
口
座
番
号
宛
の
送
金
停
止
、
突
然
活
発
に
入
金
が
増
え
た
冬
眠
口
座
に
対

す
る
確
認
措
置
等
が
考
え
ら
れ
る
。

ａ　

コ
ン
ビ
ニ
等
の
二
四
時
間
営
業
店
舗
内
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
の
送
金
・
振
り
込
み
に
関
し
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
店
員
等
に
対
す

る
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。

ｂ　

声
掛
け
方
法
等
の
研
修
を
専
任
・
ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
に
実
施
す
る
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
結
果
的
に
は
、
現
金
手
渡
し
型
及
び
現
金
送
金
型
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
だ
ま
さ
れ

た
振
り
作
戦
」
が
各
都
道
府
県
で
実
施
さ
れ
、「
受
け
子
」
が
被
害
者
宅
を
訪
れ
た
際
に
、
警
察
官
が
待
ち
伏
せ
、
逮
捕
す
る
一
定
の
効

果
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
、
被
害
者
を
呼
び
出
し
、
駅
頭
等
で
待
ち
合
わ
せ
を
し
、
例
え
ば

「
代
理
を
名
乗
る
」
者
に
手
渡
さ
せ
る
と
い
う
手
口
も
増
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
待
ち
合
わ
せ
た
者
と
会
っ
て
い
る
時
に
、
別
の
人
物

が
登
場
し
、
現
金
の
入
っ
た
袋
や
鞄
を
「
引
っ
た
く
る
」
と
い
う
巧
妙
な
手
口
も
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
手
口
の
巧
妙
化
は
、
年
々

進
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
九
六
）

こ
の
様
な
中
、
現
金
送
付
型
の
利
用
も
増
え
て
き
て
い
る
の
が
、
近
年
の
傾
向
で
あ
る
。

振
り
込
め
詐
欺
警
戒
情
報
伝
達
の
流
れ

平
日
九
時
三
〇
分
〜
一
〇
時　
　

県
警
の
振
り
込
め
詐
欺
対
策
本
部
か
ら
県
警
備
業
協
会
事
務
局
（
以
下
、
協
会
）
に
「
振
り
込
め
詐
欺

警
戒
情
報
（
以
下
、「
警
戒
情
報
」）」
を
発
信

⇒

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信

平
日
一
〇
〜
一
一
時　
　

警
戒
情
報
を
受
信
し
た
協
会
か
ら
関
係
会
員
会
社
に
対
し
、
直
ち
に
転
送
し
て
伝
達

⇒

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
送
信

情
報
を
受
信
し
た
関
係
会
員
会
社
は
、
独
自
の
方
法
で
「
警
戒
重
点
地
区
（
詐
欺
予
兆
電
話
等
の
多
発
地
区
）」
等
で
業
務
に
当
た
る
警
備

（
隊
）
員
に
対
し
、
警
戒
情
報
を
伝
達

⇒

　

各
社
独
自
の
方
法
で

警
戒
情
報
の
伝
達
を
受
け
た
現
場
の
警
備
（
隊
）
員
は
、
業
務
を
通
じ
て
、「
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
通
話
し
な
が
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ 

を
操
作
し
、
ま
た
は
操
作
し
よ
う
と
し
て
い
る
高
齢
者
」
を
発
見
し
た
場
合
は
、
積
極
的
に
声
掛
け
を
行
い
、
一
一
〇
番
通
報
し
て
警
察

官
に
引
き
継
ぐ

現
金
送
金
型
へ
の
対
応
と
し
て
は
、

①　

事
業
者
に
よ
る
被
害
金
の
配
達
阻
止

一
八



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
七
）

 　

特
殊
詐
欺
の
被
害
金
送
付
先
と
し
て
悪
用
さ
れ
た
住
所
を
警
察
庁
の

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で
公
表
し
、
郵
便
・
宅
配
事
業
者
に
提
供
し
、
被
害
金
の

配
達
を
阻
止
す
る
（
9
）

。

②　

依
頼
者
に
対
す
る
内
容
物
の
確
認
と
送
付
目
的
の
確
認
を
実
施
す
る
。

③　

レ
タ
ー
パ
ッ
ク
、
宅
配
メ
ー
ル
で
は
送
金
で
き
な
い
こ
と
を
告
知
す
る
。

④ 　

郵
便
・
宅
配
事
業
者
に
よ
る
従
業
員
に
対
す
る
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す

る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。

3
）　

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
曜
日
別
・
時
間
別
発
生
状
況

埼
玉
県
・
神
奈
川
県
共
に
、
火
曜
日
〜
金
曜
日
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
土
曜
日
・
日
曜
日
に
発
生
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
子
供
世
帯
等
の
高

齢
者
以
外
の
家
族
が
在
宅
し
て
い
た
り
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
っ
て
も
子

供
等
が
訪
ね
て
き
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
振
り
込
め
詐
欺
加
害
者
が

避
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
祝
祭
日
も
同
様
に
発
生
件
数
が
低
い
（
表
19
）。

発
生
時
間
帯
で
見
る
と
、
一
一
時
〜
一
四
時
、
一
四
時
〜
一
七
時
の
時
間
帯

に
埼
玉
県
で
は
、
七
七
・
八
％
が
発
生
し
て
い
る
。
一
四
時
〜
一
七
時
に
埼
玉

県
で
多
く
発
生
し
て
い
る
の
は
、
若
い
世
帯
と
の
同
居
し
て
い
る
場
合
で
は
、

（表19）オレオレ詐欺の曜日別発生状況

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

神奈川県
件数 51 88 82 78 73 3 1

割合 13.6 23.4 21.8 20.7 19.4 0.8 0.3

埼玉県
件数 60 78 89 96 104 1

割合 14.0 18.2 20.8 22.4 24.3 0.2

（表20）オレオレ詐欺の時間別発生状況

08：00 ～ 10：59 11：00 ～ 13：59 14：00 ～ 16：59 その他

神奈川県
件数 5 109 167 95

割合 1.3 29.0 14.4 25.3

埼玉県
件数 18 161 172 77

割合 4.2 37.6 40.2 18.0

一
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
六
九
八
）

幼
稚
園
・
保
育
園
等
か
ら
帰
っ
て
く
る
子
供
を
出
迎
え
る
た
め
に
屋
外
に
出
て
い
た
り
、
夕
食
の
買
い
物
に
出
て
い
た
り
し
て
高
齢
者
の

み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
間
帯
に
着
電
（
予
兆
電
話
を
含
む
）
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
（
表
20
）。

特
殊
詐
欺
の
犯
罪
者
（
グ
ル
ー
プ
）
も
空
き
巣
も
確
実
に
獲
物
（
被
害
者
や
被
害
対
象
物
）
が
狙
い
や
す
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
事
前
に

下
見
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

特
殊
詐
欺
の
加
害
者
に
被
害
者
に
な
り
得
る
世
帯
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
消
費
者
詐
欺
の
被
害
者
情
報
（
消
費
者

詐
欺
の
加
害
者
が
作
成
し
た
も
の
）、
世
帯
主
や
そ
の
子
供
や
孫
を
含
む
個
人
情
報
、
納
税
情
報
（
か
つ
て
、
各
税
務
署
で
は
、
納
税
者
番
付
が
公

表
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
有
り
、
こ
の
種
の
古
い
情
報
も
集
め
ら
れ
て
い
る
）、
卒
業
（
者
）
名
簿
、
紳
士
録
等
が
あ
る
。
こ
の
世
帯
情
報
は
、
闇

ル
ー
ト
で
売
買
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
情
報
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
被
害
対
象
世
帯
を
特
定
し
、
当
該
世
帯
の
日
常
行
動
も
調
べ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
際
、
利
用
さ
れ
る
情
報
の
一
つ
と
し
て
ス
ト
リ
ー
ト
・
ビ
ュ
ー
の
情
報
も
考
え
ら
れ
得
る
。

こ
の
点
に
関
し
、『
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
』（
拙
稿
日
本
法
学
七
七
巻
三
号
・
二
〇
一
一
・
一
二
・
二
五
）
で
取
り
扱
っ

た
次
の
項
目
が
、
参
考
に
な
る
と
考
え
た
の
で
、
一
部
掲
載
し
て
お
き
た
い
。
以
下
は
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。

二
〇



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
九
）

振
り
込
め
詐
欺
・
ひ
っ
た
く
り
・
空
き
巣
の
発
生
時
間
帯
別
認
知
件
数

神
奈
川
県
調
査
で
は
、
一
〇
〜
一
二
時
の
時
間
帯
が
四
五
・
四
％
と
最

も
多
く
、
次
い
で
、
一
二
〜
一
四
時
が
三
〇
・
一
％
、
八
〜
一
〇
時
が

二
〇
・
九
％
、
一
八
〜
二
〇
時
が
一
二
・
八
％
の
順
で
多
か
っ
た
。
修
正
さ

れ
た
空
き
巣
の
数
値
で
見
る
と
、
一
〇
〜
一
二
時
が
一
九
・
八
％
と
最
も

多
く
、
次
い
で
、
一
二
〜
一
四
時
が
一
五
・
三
％
一
四
〜
一
六
時
が

一
五
・
二
％
、
一
六
〜
一
八
時
が
一
〇
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。
ひ
っ
た
く

り
は
、
二
〇
〜
二
二
時
の
時
間
帯
が
二
〇
・
二
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
、

一
八
〜
二
〇
時
の
一
五
・
五
％
、
二
二
〜
二
四
時
が
一
五
・
〇
％
の
順
で
あ

る
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
六
〇
歳
以
上
の
被
害
者
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の

七
四
％
、
ひ
っ
た
く
り
の
三
五
％
を
占
め
停
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

ひ
っ
た
く
り
で
は
、
一
〇
〜
一
八
時
の
時
間
帯
に
高
齢
者
が
狙
わ
れ
て
い

る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
間
帯
は
、
修
正
さ
れ
た
空
き

巣
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

0 ～ 2時 2 ～ 4時 4 ～ 6時 6 ～ 8時 8～10時 10～ 12時 12～ 14時

ひったくり 8.5 2.3 2.3 2.6 3.4 6.2 6.8

空き巣 0.2 0.04 0.02 0.1 0.3 0.7 0.5

（空き巣） 5.8 1.1 0.6 3.3 8.0 19.8 15.3

神奈川調査 0.0 0.3 20.9 45.4 30.1

14 ～ 16時 16 ～ 18時 18 ～ 20時 20 ～ 22時 22 ～ 24時 不明

ひったくり 6.9 8.6 15.5 20.2 15.0 0.0

空き巣 0.5 0.4 0.4 0.3 0.1 96.4

（空き巣） 15.2 10.3 10.0 8.2 2.5 -

神奈川調査 12.1 12.1 12.8 12.4 ※1.8 0.0

※　 （空き巣）は、空き巣の総数から（不明）を引いた数値を分母にして計算

した％

※　1.8％は、22 ～ 4時までの認知件数の値である

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
〇
〇
）

5
．
特
殊
詐
欺
、
と
り
わ
け
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
つ
い
て

1
）　

各
事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と

金
融
機
関

①　

店
舗
内
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
エ
リ
ア
で
の
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
・
携
帯
電
話
の
利
用
遮
断
を
含
む
制
限
の
強
化

②　

フ
ロ
ア
ー
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
声
掛
け

③　

所
轄
署
・
交
番
か
ら
の
早
期
臨
場
対
応

④　

ポ
ス
タ
ー
掲
示
・
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
画
面
で
の
警
告

⑤　

自
行
・
他
行
間
決
済
時
に
お
け
る
振
込
口
座
の
警
察
情
報
確
認
と
を
実
施

⑥　

引
き
出
し
及
び
振
り
込
み
限
度
額
の
見
直
し

⑦　

店
舗
外
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
及
び
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
無
人
）
に
お
け
る
送
金
・
振
り
込
み
時
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
活
用
に
努
め
る
。

⑧　

預
（
貯
）
金
小
切
手
の
利
用
を
働
き
か
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

コ
ン
ビ
ニ
等

① 　

コ
ン
ビ
ニ
等
の
二
四
時
間
営
業
店
舗
内
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
の
送
金
・
振
り
込
み
に
関
し
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
店
員
等
に
対

す
る
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。

②　

声
掛
け
方
法
等
の
研
修
を
専
任
・
ア
ル
バ
イ
ト
従
業
員
に
実
施
す
る
。

③　

被
害
対
象
年
齢
者
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
時
の
声
掛
け
等
の
予
防
体
制
を
取
る
。

二
二



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
一
）

④　

宅
配
便
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
利
用
者
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
。

⑤　

パ
チ
ン
コ
の
景
品
に
家
庭
用
の
電
話
機
に
簡
単
に
取
り
付
け
ら
れ
る
「
防
犯
用
レ
コ
ー
ダ
ー
」
を
加
え
て
も
ら
う
（
10
）

。

郵
便
・
宅
配
事
業
者

①　

事
業
者
に
よ
る
被
害
金
の
配
達
阻
止

　

 　

特
殊
詐
欺
の
被
害
金
送
付
先
と
し
て
悪
用
さ
れ
た
住
所
を
警
察
庁
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で
公
表
し
、
郵
便
・
宅
配
事
業
者
に
提
供
し
、

被
害
金
の
配
達
を
阻
止
す
る
。

②　

依
頼
者
に
対
す
る
内
容
物
の
確
認
と
送
付
目
的
の
確
認
を
実
施
す
る
。

③　

レ
タ
ー
パ
ッ
ク
、
宅
配
メ
ー
ル
で
は
送
金
で
き
な
い
こ
と
を
告
知
す
る
。

　

 　

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
で
は
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
七
月
三
日
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
で
「
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
レ
タ
ー

パ
ッ
ク
を
使
っ
た
詐
欺
犯
罪
が
増
え
て
い
ま
す
【
※
「
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
現
金
を
送
れ
」
は
全
て
詐
欺
で
す
。】」
と
い
う
注
意
喚
起

を
行
っ
て
い
る
（
写
真
1
（
11
）

）。

　
　

な
お
、
ク
ロ
ネ
コ
メ
ー
ル
便
は
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
三
月
末
で
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
し
て
い
る
。

　
　

警
察
庁
で
も
、「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
が
現
金
を
送
付
し
た
住
所
」
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
公
表
す
る
ほ
か
、
都

道
府
県
警
察
本
部
を
通
じ
て
各
地
の
中
小
の
宅
配
事
業
者
に
対
し
て
も
該
当
住
所
に
つ
い
て
メ
ー
ル
へ
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
や
フ
ァ
ッ

ク
ス
等
で
情
報
提
供
し
て
い
る
（
写
真
2
（
12
）

）。

④　

郵
便
・
宅
配
事
業
者
に
よ
る
従
業
員
に
対
す
る
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
〇
二
）

（写真 1）レターパックの見本

（写真 2）宅配便事業者への注意

二
四



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
三
）

　

電
話
事
業
者
等

① 　

特
殊
詐
欺
被
害
者
の
所
有
す
る
有
線
電
話
に
着
信
す
る
こ
と
か
ら
、
詐
欺
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ

レ
ー
装
置
・
通
話
録
音
装
置
等
の
迷
惑
防
止
装
置
の
機
能
が
組
み
込
ま
れ
る
か
、
既
存
の
機
器
へ
の
取
り
付
け
な
ど
に
つ
い
て
、
加

入
し
て
い
る
高
齢
者
世
帯
（
若
い
世
帯
と
同
居
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
に
被
害
防
止
に
関
す
る
情
報
提
供
を
し
て
も
ら
う
（
写
真
3
・
4
）。

②　

電
話
機
器
メ
ー
カ
ー
に
は
、
特
殊
詐
欺
防
止
に
効
果
の
あ
る
機
能
付
き
電
話
機
開
発
・
提
供
を
進
め
て
も
ら
う
。

③ 　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
各
社
に
つ
い
て
は
、
電
話
帳
非
掲
載
に
よ
る
被
害
防
止
効
果
に
つ
い
て
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
各
種
媒
体
を
通
じ
て
実
施
し

て
も
ら
う
。

④ 　

家
電
量
販
店
・
電
気
店
等
に
お
け
る
電
話
機
の
展
示
・
販
売
時
に
、
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
役
立
つ
機
能
の
紹
介
と
利
用
・
設
定

方
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
も
ら
う
（
13
）

。

タ
ク
シ
ー
事
業
者

高
齢
者
が
、
乗
車
後
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
通
話
し
な
が
ら
、
行
き
先
を
頻
繁
に
変
更
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
携
帯
電

話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
ド
ラ
イ
バ
ー
に
渡
し
、「
電
話
の
指
示
に
従
っ
て
欲
し
い
」
等
、
そ
の
対
応
に
不
審
な
点
が
あ
っ
た
場
合
に
、

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
（
者
）
の
可
能
性
を
疑
う
等
し
て
、
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
が
、
声
掛
け
が
で
き
る
よ
う
に
、
声
掛
け
方
法
等

の
研
修
を
実
施
す
る
。

客
席
側
ド
ア
や
窓
に
、
振
り
込
め
詐
欺
注
意
喚
起
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
た
り
、
助
手
席
後
部
に
防
犯
チ
ラ
シ
等
を
入
れ
た
ポ
ケ
ッ

ト
を
設
置
し
、
広
報
・
啓
発
に
努
め
る
。

二
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
〇
四
）

（写真 3）ナンバーディスプレー・通話録音付き電話の一例

（写真 4）警告・通話録音装置、迷惑電話対策サービスの一例

二
六



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
五
）

2
）　

各
自
治
体
・
町
内
会
・
自
治
会
・
老
人
会
等
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と

① 　

広
報
誌
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
地
域
の
Ｆ
Ｍ
局
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
、
掲
示
版
等
の
広
報
媒
体
を
利
用
し
、
最
新
の
各
地
域
で
発

生
し
て
い
る
特
殊
詐
欺
に
関
す
る
手
口
や
被
害
状
況
に
つ
い
て
、
情
報
を
提
供
す
る
。

②　

高
齢
者
福
祉
対
策
の
重
点
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
見
守
り
活
動
時
に
、
被
害
防
止
に
向
け
た
声
掛
け
を
実
施
す
る
（
14
）

。

③　

医
療
施
設
に
お
け
る
広
報
の
方
法
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
。

④　

中
学
・
高
校
・
大
学
等
の
サ
ー
ク
ル
や
ク
ラ
ブ
、
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
協
力
を
得
た
活
動
を
推
進
す
る
。

⑤　

幼
稚
園
児
・
小
学
生
等
と
の
交
流
の
機
会
を
も
活
用
す
る
。

⑥ 　

埼
玉
県
で
は
、
県
民
生
活
部
防
犯
・
交
通
安
全
課
で
は
、
平
成
二
七
年
度
に
振
り
込
め
詐
欺
被
害
の
多
か
っ
た
川
口
・
川
越
・
越

谷
・
上
尾
・
春
日
部
の
五
市
を
対
象
に
詐
欺
防
止
通
話
装
置
一
、〇
〇
〇
台
を
無
償
で
貸
し
出
し
（
15
）

て
い
る
が
、
各
都
道
府
県
で
も
同

様
の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
る
。

3
）
警
察
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と

最
近
の
特
殊
詐
欺
被
害
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
、
特
殊
詐
欺
事
件
の
捜
査
で
は
、
末
端
被
疑
者
の
検
挙
の
み
な
ら
ず
、
突
き
上
げ

捜
査
を
通
じ
た
組
織
の
壊
滅
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。「
だ
ま
さ
れ
た
振
り
作
戦
」
を
実
施
す
る
場
合
で
も
、
所
轄
単
位
で
対
応
す
る
こ

と
が
小
規
模
庁
で
は
、
専
従
ス
タ
ッ
フ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
犯
人
逮
捕
が
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
反
省
か
ら
、
各
都
道
府
県
本
部
に
専
従
捜
査
班
を
置
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
埼
玉
県
警
で
は
二
〇
一
四
年
（
平

成
二
六
年
）
九
月
二
二
日
に
、
刑
事
部
や
生
活
安
全
部
の
捜
査
員
六
〇
人
か
ら
成
る
「
振
り
込
め
詐
欺
特
別
対
策
隊
」
を
新
設
し
、
県
内

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
〇
六
）

の
主
要
五
警
察
署
を
拠
点
と
し
て
、
一
班
一
〇
人
前
後
の
専
従
捜
査
員
体
制
で
対
応
に
当
た
っ
て
き
た
。
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）

四
月
一
日
に
は
県
警
刑
事
部
捜
査
二
課
に
「
特
殊
詐
欺
特
別
捜
査
隊
」
一
〇
五
人
体
制
で
設
置
し
、
対
応
に
当
た
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
新

組
織
は
、
前
年
九
月
に
発
足
し
た
「
振
り
込
め
詐
欺
特
別
対
策
隊
」
を
発
展
的
に
改
組
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
特
別
捜
査
隊
の
中
に
、
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
解
析
を
担
当
す
る
解
析
担
当
班
を
設
置
し
、
従
来
「
受
け
子
」
等
の
末
端
被
疑

者
の
検
挙
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
対
応
か
ら
、
特
殊
詐
欺
グ
ル
ー
プ
の
犯
行
拠
点
を
特
定
し
、
首
謀
者
の
検
挙
に
向
け
た
捜
査
態
勢
が
取
ら

れ
て
い
る
。

「
手
渡
し
型
」
の
中
に
は
、
他
の
都
府
県
に
被
害
者
を
呼
び
出
し
、
そ
こ
に
現
れ
た
「
受
け
子
」
に
渡
さ
せ
る
と
い
う
手
口
も
利
用
す

る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
警
の
管
轄
権
を
超
え
て
事
件
が
発
生
す
る
こ
と
も
有
り
、
広
域
捜
査
の
必
要
性
と
各
都
道
府
県
警
の
連
携
の
あ

り
方
が
問
題
と
な
る
。
管
区
警
察
局
、
及
び
警
察
庁
主
導
の
対
応
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
（
16
）

。

と
こ
ろ
で
、
特
殊
詐
欺
の
犯
行
グ
ル
ー
プ
は
、
リ
ー
ダ
ー
や
中
核
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
し
て
、
電
話
を
繰
り
返
し
掛
け
て
被
害
者
を
だ

ま
す
「
架
か
け
子
」、
自
宅
等
に
現
金
等
を
受
け
取
り
に
行
く
「
受
け
子
」
等
が
役
割
を
分
担
し
、
グ
ル
ー
プ
内
で
も
連
絡
の
痕
跡
を
残

さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
た
め
、
犯
行
グ
ル
ー
プ
全
体
の
解
明
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
特
殊
詐
欺
の
犯
行
に
は
、
犯
行
の
態
様
に
応
じ
て
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
悪
用
さ
れ
て
い
る
。
被
害
者
へ
の
連
絡
手
段
と
し
て
、
電

話
転
送
サ
ー
ビ
ス
や
レ
ン
タ
ル
携
帯
電
話
が
悪
用
さ
れ
る
ほ
か
、
被
害
金
の
受
け
渡
し
の
手
段
と
し
て
、
郵
便
や
宅
配
便
、
他
人
名
義
の

預
貯
金
口
座
、
私
設
私
書
箱
等
が
悪
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、「
道
具
屋
」
等
が
特
殊
詐
欺
の
犯
行
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
で
本
人

確
認
が
不
十
分
な
ま
ま
契
約
さ
れ
た
携
帯
電
話
や
他
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
を
犯
行
グ
ル
ー
プ
に
供
給
し
、
こ
れ
ら
が
犯
行
に
悪
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
被
疑
者
の
特
定
を
困
難
に
し
て
い
る
。

二
八



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
七
）

（図 1）犯行グループの構造

（図 2）特殊詐欺の犯行に悪用されている様々なサービス

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
〇
八
）

ま
た
、
埼
玉
県
警
で
は
、｢

振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
協
力
事
業
者
制
度｣

を
立
ち
上
げ
、
被
害
者
と
接
す
る
機
会
が
あ
る
事
業
者
に

協
力
を
求
め
、
賛
同
を
得
た
事
業
者
を｢

振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
事
業
者｣

に
指
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
内
容
に
即
し
た
活
動
の
実

施
を
求
め
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
七
月
末
現
在
三
、二
五
六
事
業
者
が
指
定
受
け
て
い
る
（
17
）

。
こ
の
一
環
と
し
て
、
在
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
ニ
チ
イ
学
館
に
対
し
て
、｢

振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
事
業
者｣

証
を
交
付
し
、
利
用
者
等
に
対
す
る
注

意
喚
起
と
、
被
害
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
警
察
へ
の
通
報
・
援
助
を
求
め
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
協
定
を
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）

七
月
二
四
日
に
締
結
し
て
い
る
。

警
視
庁
で
は
、
前
掲
（
6
）
で
も
取
り
上
げ
た
女
性
警
察
Ｏ
Ｂ
の
「
警
視
庁
犯
罪
抑
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
に
よ
る
金
融
機
関
窓
口
支
援

活
動
の
他
、「
高
齢
者
宅
訪
問
活
動
」
を
行
っ
て
い
る
。
埼
玉
県
警
で
も
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
度
か
ら
警
察
官
Ｏ
Ｂ
か
ら
成
る

「
振
り
込
め
詐
欺
抑
止
対
策
員
」
制
度
を
新
設
し
、
一
四
人
を
先
ず
重
点
署
に
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
審
電
話
が
多
い
地
域
に
注
意

喚
起
の
電
話
を
掛
け
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
一
三
人
か
ら
二
六
人
に
倍
増
し
対
応
に
当
た
っ
て
い
る
。

こ
の
様
に
、
警
察
で
は
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
悪
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
接
触
が
考
え
ら
れ
る
業
態
の
各
事
業
者
と
の
間
で
被
害
防

止
に
向
け
た
協
力
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

各
都
道
府
県
や
自
治
体
、
警
視
庁
や
道
府
県
本
部
、
関
係
事
業
者
団
体
、
及
び
民
間
団
体
等
が
「
特
殊
詐
欺
撲
滅
官
民
共
同
会
議
」
を

設
立
し
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
一
一
月
七
日
に
、「
埼
玉
県
特
殊
詐
欺
撲
滅
官
民
合
同
会
議
」
が
創
設
さ
れ
、
二
〇
一
五
年｢

平
成
二
七

年｣

七
月
末
現
在
、
三
、二
五
六
事
業
者
が
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
協
力
事
業
者
」
と
し
て
埼
玉
県
・
県
警
か
ら
指
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
八
月
八
日
に
は
、
埼
玉
県
電
機
商
業
組
合
、
家
電
量
販
店
、
公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
及
び
公
益
社
団
法

三
〇



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
九
）

人
全
日
本
不
動
産
協
会
埼
玉
県
本
部
等
と
間
で
「
振
り

込
め
詐
欺
被
害
防
止
の
た
め
の
連
携
・
協
力
に
関
す
る

協
定
」
が
締
結
さ
れ
、
振
り
込
め
詐
欺
防
止
に
向
け
た

様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
基
本
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
個

人
、
と
り
わ
け
高
齢
者
自
身
が
、
如
何
に
詐
欺
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う
に
考
え
・
行
動
す
る
か
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

4
） 　

各
個
人
、
特
に
高
齢
者
自
身
が
取
り
組
む
べ

き
こ
と

各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
特
殊
詐
欺
、
特
に
振

り
込
め
詐
欺
・
還
付
金
詐
欺
等
に
対
す
る
認
知
度
は
比

較
的
高
い
が
、
平
成
二
六
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
埼
玉

県
警
の
『
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
意
識
調
査
報
告
書

（
以
下
、
埼
玉
県
警
調
査
（
19
）

）』
で
も
九
七
・
六
％
が
「
知
っ

て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る
（
表
21
）。

（表21）「振り込め詐欺」についての認識

（表22）情報の入手先

三
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
一
〇
）

情
報
入
手
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
、

広
報
誌
、
回
覧
板
の
順
で
多
い
が
、
そ
の
情
報
が
、「
印
象
に

残
っ
て
い
る
」
か
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
が
三
七
・
五
％
で

あ
る
以
外
は
、
防
災
無
線
か
ら
が
二
・
五
％
で
、
そ
の
他
は
ほ

と
ん
ど
が
一
％
未
満
で
あ
る
（
表
22
）。

警
察
か
ら
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

三
四
・
九
％
、
ポ
ス
タ
ー
が
三
四
・
〇
％
で
、
そ
の
情
報
が
、

「
印
象
に
残
っ
て
い
る
」
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
・
一
％
、

七
・
七
％
と
高
く
、「
警
察
官
に
よ
る
防
犯
講
話
」
が
三
・
一
％
、

そ
の
他
は
比
較
的
印
象
が
薄
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
（
表
23
）。

交
番
の
警
察
官
は
、
一
日
二
回
は
受
け
持
ち
地
域
を
二
回
巡

回
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
世
帯
に
対
し

て
は
丁
寧
な
声
掛
け
を
し
な
が
ら
、
手
作
り
の
地
域
防
犯
情
報
、

特
に
高
齢
者
が
狙
わ
れ
る
振
込
詐
欺
・
ひ
っ
た
く
り
・
空
き
巣

情
報
等
、
を
手
渡
し
、
注
意
喚
起
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

特
殊
詐
欺
の
手
口
に
つ
い
て
も
、
振
り
込
め
詐
欺
に
つ
い
て

は
、
周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
埼
玉
県
警
調
査
で
も
、

（表23）警察からの情報

（表24）知っている手口

三
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振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
一
）

オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
つ
い
て
は
九
六
・
一
％
が
、
還
付
金
等
詐

欺
で
も
五
二
・
一
％
が
、
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る

（
表
24
）。

振
り
込
め
詐
欺
で
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
、
被
害
に
遭
わ
な

い
対
策
等
に
つ
い
て
は
、「
知
っ
て
い
る
」
と
す
る
者
が
多

い
が
、
特
に
、
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
繋
が
る
電
話
設
定
に

関
し
て
は
、
そ
の
機
能
や
必
要
性
・
有
効
性
に
つ
い
て
は

知
っ
て
い
る
が
「
し
て
い
な
い
」
が
、
埼
玉
県
警
調
査
で
は

三
四
・
三
％
と
比
較
的
多
い
。

埼
玉
県
警
で
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
注
意
喚
起
の
電
話
を
し
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
知
ら
な
い
」
と
す
る
者
が

六
〇
・
四
％
と
「
知
っ
て
い
る
」
の
一
・
七
倍
と
高
い
割
合
を

占
め
て
い
る
（
表
25
）。
ま
た
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

電
話
を
受
け
た
「
経
験
が
あ
る
」
者
の
割
合
は
一
七
・
七
％

で
「
経
験
が
無
い
」
者
は
四
・
四
倍
の
七
七
・
六
％
で
あ
っ
た

（
表
26
）。

（表25）コールセンターからの電話の認知度

（表26）コールセンターからの電話の経験
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
一
二
）

埼
玉
県
警
が
実
施
し
て
い
る
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
事
業
は
、
国
の
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
別
基
金
（
20
）

か

ら
の
補
助
金
を
得
て
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
ス
タ
ー
ト
し
、
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
三
月
末
で

国
か
ら
の
補
助
金
が
打
ち
切
ら
れ
た
が
、
埼
玉
県
か
ら
の
予
算
措
置
を
受
け
て
、
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
運
営
が
継
続
さ
れ
て

い
る
（
21
）

。
埼
玉
県
警
調
査
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の
電
話
を
受
け
た
経
験
あ
る
者
の
割
合
は
、
一
九
・
八
％
で
、
被
害
経
験
の
あ
る
者
に
対
し
て

「
す
ぐ
気
が
つ
い
た
」
は
七
三
・
八
％
で
あ
っ
た
が
、「
被
害
に
遭
っ
た
」
者
が
五
・
一
％
も
い
た
。

「
す
ぐ
気
が
つ
い
た
」
と
答
え
た
者
に
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
声
が
違
う
」
が
五
二
・
〇
％
、「
手
口
を
知
っ
て
い
た
」
が

一
五
・
六
％
の
順
で
多
か
っ
た
（
表
27
）。

「
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
答
え
た
者
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
息
子
の
名
前
で
信
用
し
た
」
が
二
四
・
一
％
、「
気
が
動
転
し

て
」
が
二
〇
・
四
％
、「
息
子
の
声
に
似
て
い
た
」
が
一
四
・
八
％
で
、
こ
の
三
つ
を
合
わ
せ
る
と
五
九
・
三
％
と
、
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す

る
情
報
を
例
え
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
正
常
な
判
断
が
で
き
な
く
な
る
心
理
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
伺
え
る
。

特
に
こ
の
傾
向
は
、
女
性
の
被
害
者
に
顕
著
な
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
る
。「
子
供
の
た
め
」「
子
供
か
ら
頼
ら
れ
て
い
る
嬉
し
さ
」
か
ら
、

息
子
や
孫
、
可
愛
い
娘
婿
を
助
け
た
い
一
心
か
ら
『
愛
情
フ
ィ
ル
タ
ー
』
と
い
う
『
遮
断
ス
イ
ッ
チ
』
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
り
が

見
え
な
く
な
る
と
同
時
に
周
囲
か
ら
の
声
を
受
け
付
け
な
く
な
り
、
正
常
な
判
断
が
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
3
（
22
）

）。
い
わ
ゆ
る
『
親
心
ス
イ
ッ
チ
』
と
で
も
言
え
よ
う
か
。

振
り
込
め
詐
欺
、
と
り
わ
け
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
お
け
る
加
害
者
の
欺
罔
行
為
と
被
害
者
の
心
理
状
況
に
つ
い
て
は
、「
説
得
的
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
23
）

」
や
「
社
会
的
影
響
（
24
）

」
と
い
う
分
野
で
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
被
害
者
が
予
兆
電
話
に
よ
っ
て
「
身
内
の
ト
ラ
ブ

三
四



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
三
）

（表27）振り込め詐欺の電話と気付いた理由

（図 3）遮断スイッチが入るメカニズム
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
一
四
）

ル
」
を
知
ら
さ
れ
、
短
絡
的
意
思
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
様
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
電
話
の

「
架
け
子
」
は
、
被
害
者
（
世
帯
）
情
報
に
基
づ
き
、
被
害
者
が
同
居
の
家
族
、
と
り
わ
け
若
い
世
帯
と

の
間
で
情
報
確
認
が
で
き
な
い
状
況
下
を
利
用
し
、
解
決
策
を
取
る
ま
で
に
時
間
的
な
余
裕
を
与
え
な
い

で
、
被
害
者
が
取
る
べ
き
対
応
策
を
示
し
、
行
動
さ
せ
て
い
る
（
図
4
）。
こ
の
流
れ
に
、
予
兆
電
話
の

信
憑
性
を
付
加
さ
せ
る
仕
掛
け
が
加
わ
る
と
、
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
知
識
が
例
え
あ
っ
た
と
し
て
も

情
報
の
真
偽
に
関
す
る
判
断
、
す
な
わ
ち
「
熟
慮
的
判
断
」
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
（
25
）

。

そ
こ
で
、
必
要
な
対
策
と
し
て
は
、
電
話
、
と
り
わ
け
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
着
信
す
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

① 　

着
信
時
点
で
、
受
話
器
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
特
殊
詐
欺
に
利
用
さ
れ
た
ナ

ン
バ
ー
か
ら
の
着
信
を
拒
絶
す
る
機
器
を
電
話
機
に
取
り
付
け
る
。

② 　

ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
表
示
設
定
や
着
信
時
の
非
通
知
設
定
・
迷
惑
防
止
装
置
機
能
の
有
効

に
し
て
お
く
。

③　

録
音
機
能
（
通
話
中
に
録
音
す
る
こ
と
も
含
め
）
を
使
用
す
る
。

 　

こ
れ
ら
の
対
応
が
容
易
に
で
き
う
る
よ
う
に
、
電
話
機
器
メ
ー
カ
で
は
商
品
開
発
に
努
め
、
家
電
量
販

店
や
電
気
店
等
の
電
話
機
販
売
事
業
者
は
、
特
殊
詐
欺
の
防
止
に
効
果
が
あ
る
機
能
の
説
明
と
同
時
に
そ

の
設
定
を
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
も
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

次
い
で
、
一
人
ひ
と
り
が
対
応
す
る
場
合
に
重
要
な
こ
と
は
、
す
ぐ
に
反
応
・
対
応
し
な
い
で
、
間
を

（図 4）オレオレ詐欺時における被害者の意思決定過程

三
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振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
五
）

置
く
こ
と
で
あ
る
。

①　

誰
か
ら
の
電
話
か
確
認
で
き
な
い
（
着
電
し
た
者
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
な
い
）
電
話
に
は
出
な
い
。

②　

知
っ
て
い
る
（
事
前
登
録
し
て
あ
る
）
電
話
番
号
に
確
認
の
電
話
を
す
る
。

③ 　

若
い
世
帯
と
同
居
し
て
い
る
場
合
や
配
偶
者
が
い
る
場
合
に
は
、
必
ず
電
話
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
・
連
絡
・
相
談
を
す
る
。
自

分
ひ
と
り
で
は
決
め
な
い
・
判
断
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

④　

相
談
相
手
が
い
な
い
時
は
、
♯
九
一
一
〇
（
警
察
安
全
相
談
）
に
相
談
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑤ 　

普
段
か
ら
、
振
り
込
め
詐
欺
を
身
近
な
存
在
と
し
て
認
識
し
、
身
近
な
人
々
と
情
報
交
換
し
た
り
、
対
策
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て

お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
普
段
か
ら
家
族
と
は
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
も
話
し
合
え
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
同
居
し
て

い
な
け
れ
ば
、
頻
繁
に
電
話
連
絡
を
取
り
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
情
報
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
高
齢
者
の
独
居
世
帯
・
高
齢
者
の
み
の
世
帯
が
被
害
者
と
し
て
選
択
さ
れ
て
お
り
、
社
会
・
経
済
的
な
情
報
を
加
味
し
た
個
人

情
報
が
流
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
の
電
話
連
絡
や
交
番
・
警
察
署
か
ら
の
防
犯

連
絡
が
重
要
な
抑
止
効
果
を
生
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

警
察
・
自
治
体
・
関
係
業
界
団
体
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
地
域
住
民
が
連
携
し
た
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
こ
と
と
、
家

庭
内
で
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
一
六
）

追
記

脱
稿
後
に
警
察
庁
か
ら
二
七
年
中
の
特
殊
詐
欺
認
知
・
検
挙
状
況
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
認
知
件
数
は
、
前
年
比
四
三
六

件
増
の
一
三
、八
二
八
件
、
被
害
額
は
、
前
年
比
八
八
・
七
億
円
減
の
四
七
六
・
八
億
円
で
あ
っ
た
が
、
首
都
圏
一
都
三
県
で
は
、
認
知
件

数
・
被
害
額
共
に
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
地
方
大
都
市
圏
の
大
阪
、
岡
山
、
福
岡
な
ど
で
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
一
都
三
県

に
お
け
る
官
民
の
取
り
組
み
強
化
が
功
を
奏
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
は
取
り
組
み
体
制
が
弱
い
地
方
で
の
被
害
の
拡
大
が

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
取
り
組
み
強
化
と
先
進
地
域
か
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
。

（
1
） 

こ
の
三
つ
の
法
律
の
概
要
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
」
第
五
章
『
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
法
律
の

概
要
』
で
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。（
日
本
法
学
七
七
巻
三
号
・
一
〇
三
頁
〜
一
〇
七
頁
）

（
2
） http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.fi les/P

age303.htm
l

（
3
） http://furikom

esagi.dic.go.jp/

（
4
） 

前
掲
、
拙
稿
・
注
（
1
）
参
照

（
5
） 

拙
稿
「
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
」
第
三
章
『
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状
』
で
取
り
上
げ
て
い
る
警
視
庁
が
実
施

し
た
「
身
近
な
犯
罪
の
防
止
と
規
範
意
識
の
向
上
」
に
関
す
る
調
査
に
お
け
る
「
万
引
き
の
原
因
」
に
関
す
る
回
答
に
示
さ
れ
た
内
容
と
も
符
合
す

る
も
の
が
あ
る
。（
日
本
法
学
八
〇
巻
二
号
・
一
五
八
頁
〜
一
六
〇
頁
）

（
6
） 

各
金
融
機
関
で
は
、
フ
ロ
ア
ー
ス
タ
ッ
フ
以
外
に
、
振
り
込
め
詐
欺
に
対
応
す
る
た
め
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

例
え
ば
、
り
そ
な
銀
行
で
は
、
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
課
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
そ
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
警
視
庁
は
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七

年
）
四
月
か
ら
、
元
女
性
警
察
官
一
四
人
を
犯
罪
抑
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
委
嘱
し
、
金
融
機
関
の
店
舗
に
派
遣
し
、
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
た
疑

い
の
あ
る
高
齢
者
に
声
を
掛
け
る
取
り
組
み
を
始
め
た
。
被
害
者
に
女
性
が
多
い
た
め
、
話
し
掛
け
や
す
い
よ
う
メ
ン
バ
ー
は
全
員
女
性
で
、
そ
れ

三
八



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
七
）

ぞ
れ
一
日
数
店
舗
を
回
る
。
高
齢
者
が
慌
て
て
現
金
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
「
兆
し
」
が
あ
れ
ば
話
を
聴
き
、
必
要
な
ら
警
察
に
通

報
す
る
。

（
7
） 
警
察
庁
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の
振
込
先
と
し
て
使
用
さ
れ
た
預
（
貯
）
金
の
口
座
番
号
に
関
し
て
、
全
銀
協
か
ら
は
加
盟
傘
下
の
金
融
機
関

に
、
各
都
道
府
県
本
部
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
金
融
機
関
に
対
し
て
口
座
情
報
を
提
供
し
、
被
害
の
防
止
に
努
め
て
い
る
。

（
8
） 

埼
玉
県
警
は
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
二
月
二
三
日
に
、
埼
玉
県
警
備
業
協
会
と
提
携
し
、
振
り
込
め
詐
欺
電
話
の
手
口
や
地
域
別
発

生
状
況
を
Ａ
Ｔ
Ｍ
業
務
を
担
当
し
て
い
る
警
備
員
に
毎
日
連
絡
し
、
水
際
で
の
被
害
補
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
を
始
め
た
。
金
融
機
関
の
店
舗
外

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
設
置
箇
所
と
し
て
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
シ
ョ
ッ
プ
も
多
い
こ
と
か
ら
、
各
店
舗
に
お
け
る
通
常
警
備
も
兼
ね
、

ま
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
保
守
点
検
と
現
金
の
補
充
・
管
理
を
通
常
は
、
警
備
会
社
が
業
務
受
託
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
業
務
で
担
当
す
る
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
警
備
員
が
立
ち
寄
っ
た
際
、
被
害
者
に
対
す
る
声
掛
け
や
保
護
に
当
た
る
の
が
狙
い
で
あ
る
。
図
は
、（
社
）
埼
玉
県
警
備
業
協
会
報
告
資
料
参

照
（
9
） 

例
え
ば
、
埼
玉
県
警
で
は
、
県
内
の
宅
配
事
業
者
に
振
り
込
め
詐
欺
に
送
付
先
住
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た
前
日
分
の
住
所
情
報
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
や

メ
ー
ル
へ
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
翌
朝
提
供
し
、
宅
配
便
ド
ラ
イ
バ
ー
が
配
達
先
確
認
時
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
10
） 

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
九
月
四
日
、
埼
玉
県
警
所
沢
署
で
は
、
市
内
の
パ
チ
ン
コ
店
二
三
箇
所
全
店
で
、
景
品
に
東
芝
製
の
防
犯
用
レ

コ
ー
ダ
ー
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
所
沢
地
区
遊
戯
防
犯
協
力
会
が
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
協
力
事
業
者
」
の
認
定
証
を
受
け
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
各
店
で
先
ず
三
台
ず
つ
景
品
と
し
て
置
く
こ
と
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
11
） http://w
w
w
.post.japanpost.jp/notifi cation/pressrelease/2014/00_honsha/0703_01_01.pdf

（
12
） https://w
w
w
.npa.go.jp/pressrelease/souni/furikom

e_jyusyo.pdf

（
13
） 

例
え
ば
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
六
月
五
日
に
「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
協
力
事
業
者
」
と
な
っ
た
（
株
）
で
ん
き
ち
で
は
、「
電

話
を
取
ら
せ
な
い
対
策
」
と
し
て
、
①
自
動
応
答
録
音
装
置
等
の
防
犯
機
器
の
設
置
促
進
、
②
お
客
様
に
対
す
る
防
犯
機
器
の
説
明
、
③
特
殊
詐
欺

被
害
防
止
の
た
め
の
広
報
、
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
防
犯
機
器
の
販
売
台
数
が
、
五
月
を
一
〇
〇
と
す
る
と
九
月
に
は
一
三
六
に

増
加
し
て
い
る
。

三
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
一
八
）

（
14
） 

「
お
達
者
訪
問
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
大
作
戦
」
と
し
て
、
埼
玉
県
で
は
、
民
生
委
員
等
と
連
携
し
て
、
県
内
の
高
齢
者
世
帯
を
訪
問
し
、
振
り
込

め
詐
欺
に
対
す
る
被
害
防
止
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

（
15
） 
貸
し
出
し
対
象
機
器
は
、
警
視
庁
が
名
古
屋
市
の
通
信
機
器
メ
ー
カ
ー｢

レ
ッ
ツ｣

と
共
同
開
発
し
た
装
置
の
後
継
機
種｢

振
り
込
め
詐
欺
見

張
隊
新
一
一
七
（
い
い
な
）」
で
、
電
話
の
呼
び
出
し
音
の
前
に
「
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
犯
罪
被
害
防
止
の
た
め
、
会
話
内
容
が
自
動
録
音
さ
れ

ま
す
」
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
最
大
二
、〇
〇
〇
件
、
六
〇
時
間
分
が
録
音
で
き
、
赤
い
ボ
タ
ン
を
押
す
と
予
め
登
録

し
た
親
類
等
四
箇
所
に
自
動
通
報
が
で
き
る
機
能
が
つ
い
て
い
る
。

警
視
庁
で
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
見
張
隊
」
の
設
置
世
帯
を
最
寄
の
所
轄
署
で
受
付
、
対
応
し
て
い
る
。

（
16
） 

全
国
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
金
高
雅
仁
「
特
殊
詐
欺
と
治
安
に
関
す
る
一
考
察
」
警
察
学
論
集
六
六
巻
八
号
（
平
成
二
二
五
年
八
月

一
〇
日
）
一
〜
一
五
頁
に
、
増
え
続
け
る
特
殊
詐
欺
に
対
応
す
る
為
に
、
警
察
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
河
合
潔
「
特
殊
詐

欺
へ
の
対
処
」
警
察
学
論
集
六
六
巻
八
号
一
六
〜
三
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
） http://w

w
w
.police.pref.saitam

a.lg.jp/c0010/kurashi/kyouryokujigyousya.htm
l

（
18
） 

具
体
的
に
は
、
埼
玉
県
電
機
商
業
組
合
に
加
入
す
る
県
内
の
家
電
小
売
店
が
高
齢
者
世
帯
を
訪
問
し
て
、
留
守
番
電
話
等
の
設
定
サ
ポ
ー
ト
や

振
り
込
め
詐
欺
対
策
機
器
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
を
実
施
し
、
家
電
量
販
店
（
イ
オ
ン
、
ヤ
マ
ダ
電
機
、
で
ん
き
ち
等
）
の
協
力
に
よ
り
、
県
内
各
店
舗
で
振

り
込
め
詐
欺
対
策
機
器
の
普
及
促
進
を
Ｐ
Ｒ
し
、
公
益
社
団
法
人
全
日
本
不
動
産
協
会
埼
玉
県
本
部
、
公
益
社
団
法
人
不
動
産
保
証
協
会
埼
玉
県
本

部
各
協
会
に
加
入
す
る
県
内
不
動
産
業
者
の
協
力
に
よ
り
、
不
審
な
人
物
が
多
数
出
入
り
し
て
い
る
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
や
オ
フ
ィ
ス
な
ど
振
り
込
め

詐
欺
の
犯
行
拠
点
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と
や
被
害
防
止
の
広
報
・
啓
発
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

『
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
意
識
調
査
』
は
、
平
成
二
五
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
一
月
三
一
日
の
間
、
自
治
体
等
が
主
催
す
る
高
齢
者

が
多
く
集
ま
る
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
県
民
を
対
象
に
調
査
員
が
質
問
内
容
や
回
答
方
法
等
を
説
明
し
、
一
斉
に
回
答
し
て
も
ら
う
方
法
で

実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
者
の
抽
出
に
関
し
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
方
法
は
採
用
し
て
い
な
い
。
回
答
者
は
、
五
、三
八
二
名
で
、
男
性

五
〇
・
五
％
、
女
性
四
九
・
一
％
、
無
回
答
〇
・
四
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
六
〇
歳
以
上
が
七
五
・
二
％
と
年
齢
バ
ラ
ン
ス
に
統
計
調
査
と
し
て
は
、
問
題

の
あ
る
抽
出
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
調
査
す
る
際
に
は
、
数
値
結
果
に
信
頼
性
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

四
〇



振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
九
）

（
20
） 

こ
の
基
金
は
、
失
業
者
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）、
国
が
都
道
府
県
に
交
付
金
を
出
し
て
設
立
さ
れ
、

二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
度
は
、
総
額
約
一
、五
〇
〇
億
円
で
、
防
犯
な
ど
の
分
野
で
雇
用
機
会
を
作
る
「
重
点
分
野
雇
用
創
出
事
業
」
や
、

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
生
活
安
定
を
図
る
「
震
災
等
緊
急
雇
用
対
応
事
業
（
被
災
地
県
限
定
）」
な
ど
五
事
業
に
、
都
道
府
県
か
ら
補
助
金
が

出
た
。
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
は
、「
重
点
分
野
雇
用
創
出
事
業
」
が
廃
止
さ
れ
、
人
材
育
成
を
図
る
「
地
域
人
づ
く
り
事
業
」
が
新
た
に

加
わ
っ
た
。

（
21
） 

「
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
別
基
金
」
を
得
て
、「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
事
業
」
を
実
施
し
て
い
た
一
都
三
県
（
警
視
庁
神

奈
川
・
埼
玉
・
千
葉
各
県
警
）
の
内
、
神
奈
川
県
警
は
、
補
助
金
の
打
ち
切
り
に
対
応
し
て
県
等
自
治
体
の
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
平

成
二
七
年
度
は
本
事
業
を
継
続
実
施
し
て
い
な
い
。

（
22
） 

こ
の
図
は
、
池
田
宏
「
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
現
状
と
被
害
予
防
対
策
」
被
害
者
研
究
二
三
号
（
平
成
二
五
年
）
一
一
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
「
被
害
者
の
意
思
形
成
過
程
の
一
例
」
に
、
筆
者
が
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。「
遮
断
」
に
関
し
て
は
、
池
田
謙
一
「
緊
急
時
の
情
報
処
理
」
東

大
出
版
会
（
昭
和
六
一
年
）
九
九
頁
〜
一
〇
一
頁
参
照

（
23
） 

例
え
ば
、
深
田
博
巳
「
説
得
心
理
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ー
説
得
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
最
前
線
」
北
大
路
書
房
二
〇
〇
二
年
、
今
井
芳
昭

「
信
頼
と
説
特
の
心
理
学
ー
人
は
他
者
に
ど
う
影
響
を
与
え
る
か
」
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
社
会
心
理
学
一
〇　

二
〇
〇
六
年
サ
イ
エ
ン
ス
社

（
24
） C

ialdini

・
Ｒ
「
影
響
力
の
武
器
」
誠
信
書
房
二
〇
〇
六
年

（
25
） http://w

w
w
.caa.go.jp/seikatsu/keizaijikken/nou3-1.pdf

【
作
成
・
引
用
し
た
統
計
資
料
の
出
典
】

　

表
（
1
）（
2
）（
3
）
は
、「
特
殊
詐
欺
の
認
知
・
検
挙
状
況
等
に
つ
い
て
（
平
成
二
七
年
一
〜
七
月
）」（
警
察
庁
）
を
利
用
し
、
筆
者
が
作
成
。

　

表
（
4
）（
5
）（
6
）（
7
）（
8
）（
9
）（
15
）（
16
）
は
、
警
察
庁
の
公
表
資
料
を
基
に
筆
者
が
作
成
。

　

表
（
10
）（
11
）（
12
）（
13
）（
14
）
は
、
埼
玉
県
警
か
ら
資
料
提
供
を
受
け
、
筆
者
が
作
成
。

　

表
（
17
）
掲
載
金
融
機
関
の
資
料
を
用
い
て
、
筆
者
が
作
成
。

　

表
（
18
）（
19
）（
20
）
は
、
各
都
県
の
警
察
か
ら
の
資
料
を
基
に
筆
者
が
作
成
。

四
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
二
〇
）

　

表
（
21
）（
20
）（
23
）（
24
）（
25
）（
26
）（
27
）
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
意
識
調
査
報
告
書
」
を
基
に
筆
者
が
作
成
。

　

写
真
（
1
）（
2
）（
3
）（
4
）
は
、
埼
玉
県
警
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
該
当
部
分
を
筆
者
が
撮
影

　

図
（
1
）（
2
）
は
、
警
察
白
書
（
平
成
二
六
年
版
）
か
ら
引
用

　

図
（
3
）
は
、
前
掲
（
22
）

　

図
（
4
）
は
、
前
掲
（
25
）
五
一
頁
か
ら
引
用

四
二
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